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仕 様 書 
１ 修 繕 名  令和８年度粗⼤ごみ処理施設⼯場棟地下室等照明取替修繕 

２ 履⾏場所  東広島市⿊瀬町国近１０４２７番地２４ 賀茂環境センター 

３ 履⾏期間  契約締結⽇の翌⽇から令和９年２月２６⽇まで 

４ 修繕内容  本修繕は令和９年末に蛍光灯が⽣産・輸出⼊ともに全⾯禁⽌となる国際的な背景を踏ま

え、また世界的なエネルギー危機に伴い電気料⾦が⾼騰する中で、粗⼤ごみ処理施設で使用

中の蛍光灯等について、消費電⼒の低いＬＥＤ照明に更新するものである。 

このことにより、電⼒料⾦の縮減による安定的な施設管理を図るとともに、温室効果ガスの排

出抑制⾏動に向けた取組を推進することを目的とする。 

５ 施⼯基準 

（１）本修繕の施⼯にあたっては、下記に示す図書のほか、本仕様書によるものとする。 

（２）この仕様書に記載のない事項に関しては、原則として下記による。また、仕様の変更追加等が⽣じた場

合は、発注者、請負業者で協議の上決定する。 

・ 国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修「公共建築改修⼯事標準仕様書」（機械・電気設備⼯事

編)(令和４年版) 

・ 国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修「公共建築⼯事標準仕様書」(機械・電気設備⼯事編)(令

和4年版) 

・ 国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修「公共建築設備⼯事標準図」(機械・電気設備⼯事編)(令

和４年版) 

６ 優先順位 

本修繕の仕様は、下記の図書及び仕様書・特記仕様書（図⾯に特記する仕様事項を含む）によるも

のとし、相互間の内容に相違がある場合の優先順位は、次に示す記載の順序とする。 

① 質問回答書、②本⾒積要領 ・設計仕様書、③公共建築改修⼯事標準仕様書（令和４年度

版）、④既存建物竣⼯図書 

７ 質疑 

（１）本修繕に関する疑義は、契約前に質疑応答書をもって相互確認すること。 

（２）設計図書、仕様書に記載がなくとも、構造及び設備上から当然必要だと認められる事項については、

発注者との協議に従い施⼯する。 

（３）仕様書、⾒積書、設計図書等に記載の無い不測の事態が発⽣した場合は、お互いに誠意を持って協

議し、問題の解決に努めること。 

８ 設計変更 

（１）発注者の要求により設計変更が⽣じた時は、原則として予めそれに代わる⾒積を提出し発注者の承認

を受けた上で変更⼯事に着⼿する。 

（２）施⼯上の都合で形状、位置を多少変更する等の軽微な変更の場合、請負⾦額は変更しない。 
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９ ⼯法の決定及び事前調査 

（１）事前に決定されている場合を除き、仮設や⼯法等、⼯事を完成する為に必要な⼿段については、請負

者が施⼯計画、要領書を作成し発注者の承諾を得た上で決定する。 

（２）修繕着⼿前までに、⼯事箇所及び関連設備など全体の事前調査を⾏い、施⼯にあたり補修が必要な

箇所について、数量及び補修程度を記録し、発注者の承認を受けること。 

１０ 一般事項 

（１）受注者は、本修繕の履⾏に当たり、⽇本国の法令を順守し、本仕様書及び設計図⾯に定められた項

目を確実に履⾏するものとする。 

（２）受注者は、修繕の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その旨を速やかに発

注者に報告する。なお、発注者の責任に帰する場合のほかは、受注者がその賠償の責任を負うものとす

る。 

（３）本組合では、省資源・省エネルギーの推進、３R（発⽣抑制、再使用、再⽣利用）活動の推進及び

グリーン購⼊の推進等、環境負荷の軽減に関する取組みを⾏っていることから、本修繕の履⾏においても、

可能な範囲で、環境に配慮して作業を実施する。 

（４）本仕様書及び契約書に定めがない事項のうち、本修繕を⾏うにあたり必要と思われる事項については

受注者の責任で⾏なうものとし、それ以外は発注者と受注者と協議の上定めるものとする。 

（５）地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定に準じて発注者が⾏う監督業務

は、担当課職員の中から選任された者（以下「担当職員」という。）が⾏うものとする。 

その他、請負者との協議・調整及び履⾏確認、検査の⽴会等の業務についても、担当職員が⾏うもの

とする。 

（６）本修繕の履⾏にあたり、施設運営上⽀障のないよう、施設のスケジュール・要望等を確認し、綿密な施

⼯計画により⼯程管理を⾏う。 

（７）発⽣材は、特記がある場合を除き、場外搬出のうえ適正処分するものとする。 

（８）本修繕の履⾏に必要な電気及び⽔は、既存施設のものを無償にて利用できるものとする。 

（９）官公署その他への届出⼿続等 

① 受注者は、⼯事の着⼿、施⼯及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関へ

の必要な届出⼿続等を遅滞なく⾏う。 

② 受注者は、①に規定する届出⼿続等を⾏うにあたり、届出内容について、あらかじめ担当職員に報告

する。 

③ 受注者は、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供

する。 

１１ 修繕内容 

（１）交換対象となる既設照明器具及びLED照明器具の仕様・規格、数量等は、次に示すとおりとする。 
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（２）請負者は各器具について、納⼊しようとする器具が下記表に示す仕様に合致していることについて、あら

かじめ承諾図等により発注者の確認を受けなければならない。 
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（３）撤去品（蛍光灯・⽔銀灯等）は、受注者が産業廃棄物として適正に処分することとし、処分費用は

本修繕に含むものとする。 

（４）現状の灯具の設置位置が添付図（竣⼯図）と異なる場合は、現状の位置に設置するものとする。ま

た、これにより難い場合は、設置方法について担当職員と協議する。なお、地下室に設置する非常照明

器具は、既設笠付タイプ等から変更しトラフタイプ1灯用を壁に直付けする。 

（５）電線及び電線管等は、原則として既設流用とするが、灯具の追加、施⼯の都合または⻑さ調整などに

必要な電材・消耗品は本修繕に含むものとする。 

（６）既存の灯具を取外した後に⽳ができる場合は、⾒栄えを考慮して適当な材料で塞ぐものとする。また、

レースウェイに開孔ができる場合は、キャップ、プレート等で塞ぎ配線が⾒えないようにする。 

（７）⾼さ2メートル以上の箇所で照明器具の取替えを⾏う場合、⾼所作業⾞、または移動式⾜場等を利

用するなど墜落・転落防⽌措置を⼗分⾏わなければならない。 

（８）器具の設置位置は、添付図（竣⼯図）もしくは、現状の位置に設置するものとするが、施⼯の都合

上、指定の位置に設置し難い場合は、器具から半径１mの範囲内で設置位置を変更することができるも

のとする。ただし、この場合において配線の延⻑が⽣じた場合は、露出ボックス及び電線管等により適切に

配管・配線を⾏う。 

（９）電線及び電線管等は、原則として既設流用とするが、灯具の追加、施⼯の都合または⻑さ調整などに

必要な電材・消耗品は本修繕に含むものとする。また、灯具のサイズが既設より小さい場合で配管が⾜り

ない場合は、配管、フレキ等をつぎ⾜して配線が露出しないよう施⼯する。 

（10）吊下型の灯具については、既存の取付⾦具を再利用することができる。再利用しない場合は、受注者

が別途取付⾦具を用意し、取付けるものとする。 

（11）配線の途中で結線が必要となったときは、樹脂製または⾦属製の露出ボックスを取付け、ボックス内で

結線するものとする。 

（12）配線は、原則として露出させてはならないが、電線管の敷設が困難な場合は、担当職員の承諾を受け

た後、ナイロン製の半割れ波付き保護管等により配線を保護するものとする。 

（13）絶縁抵抗測定は、回路ごとに担当職員⽴会いのもと撤去前及び新品設置後に測定する。なお、新

品設置後の測定で絶縁不良がある場合は、器具ごとに測定し原因を特定し、担当職員と協議のうえ必

要な措置を⾏うものとする。 

１２ 提出書類 

本修繕の履⾏にあたっては、契約約款に定める書類のほか、次の書類を提出すること。 

（１）着⼯前 

① 着⼿届 

② 実施計画書 

③ 施⼯計画書（施⼯体制台帳、現場編成等を含む） 

④ 修繕実施責任者及び主任技術者指名届  
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（２）⼯事中  

   ① 週間⼯程表  

   ② 仕様材料メーカー一覧及び⼒タログ（都度）  

（３）完了時  

   ① 材料納⼊リスト(使用材料一覧表） 

   ② 写真（着⼿前､作業中及び完了の写真､作業内容を明記すること。） 

   ③ 報告書（作業内容及び結果の報告） 

   ④ 監督⽴会書類（材料確認書、段階確認書、⽴会書） 

   ⑤ 竣⼯図(施⼯図含む） 

   ⑥ 修繕完了届  

（４）施⼯図  

発注者が指示する場合は、必要な施⼯図を提出し承認を受けること。  

１３ 材料 

（１）同等以上の材料 

① 本修繕に使用する材料は、本仕様書において特記されたもの、またはこれと同等品を使用する。ただ

し、同等品を使用する場合は、あらかじめ、同等品確認書を提出し、担当職員の承認を受けるものと

する。 

② 使用する機材のうち特殊な性能、機能を有し担当職員が指定した製品等については、本仕様書に

定める品質及び性能を有することが証明できる資料を担当職員に提出する。 

なお、JIS 規格品のうち JIS マーク表示が認証され JIS マーク表示がされている材料・製品等につい

ては、JIS マーク表示状態を示す写真等の確認資料の提示に替えることができる。 

（２）製造所仕様 

本仕様書・共通仕様書に規定されていない特別な材料の仕様・⼯法は、該当製品の製造所の指定

する仕様・⼯法によるものとする。 

（３）責任施⼯ 

本仕様書中に記載されている責任施⼯の該当⼯法・ 施⼯会社などは、発注者の許可無く変更する

ことは出来ない。 

１４  現場管理 

（１）施⼯管理等 

① 受注者は、本仕様書に適合する修繕を完遂させるために、施⼯管理体制を確⽴し、品質、⼯程及

び安全等の施⼯管理を⾏う。 

② 修繕の完成に際しては、当該修繕に関連する部分の後片付け及び清掃を⾏う。 

③ ⼯事施⼯に携わる下請負人に、修繕関係図書の内容を周知徹底する。 

④ 受注者は、作業ごとに法令にもとづく有資格者により作業を⾏わせなければならない。 
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（２）施⼯中の安全の確保及び環境保全 

① 労働安全衛⽣法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法その他の関係法令にしたがい、⼯事施

⼯に伴う災害防⽌及び環境の保全に努める。 

② ⼯事現場の安全衛⽣に関する管理は、修繕実施責任者がこれを⾏う。 

③ 稼働中の施設は、施設関係者のほか収集業者、市⺠の往来があるため、機資材の運搬、⼯事⾞

両の通⾏及び作業員の移動時において、事故やトラブルが発⽣しないよう作業開始前の危険予知、

リスクアセスメントに取⼊れるなどして⼗分注意する。 

④ 施⼯管理及び安全管理等について、⼯事着⼯前に担当職員と協議すること。 

⑤ 修繕実施責任者は、⼯事の安全管理、⼯事全般の調整及び賀茂環境センター職員とのコミュニケ

ーションを図るとともに、防犯対策及び職員の安全を充分に確保すること。 

⑥ 夏場に作業する場合は、熱中症予防のため、暑さ指数（WBGT）を測定するなどして、熱中症リ

スクを評価し、体調不良 者の早期発⾒及び作業前の健康チェックや教育など必要な対策を講じな

ければならない。 

（３）技術者の配置 

① 受注者は、経験を有する責任者をもって秩序正しく業務を⾏わせるとともに、相当の経験を有する

技術者を配置し、施⼯の全般にわたり技術的管理を⾏わなければならない。 

② 実施責任者は、電話等で速やかに連絡がとれる体制で、担当職員の指示を受け、施⼯管理及び

材料機器等の保管についての責任を負うものとする。また、現場作業員の安全管理、指導等及び修

繕に関する一切の事項を処理すること。 

１５  施⼯時間帯及び⽴会 

（１）作業時間は、原則として、月曜⽇から⼟曜⽇の 8 時 30 分から 17 時までとする。平⽇作業が可能

であるが、⼯場各室の機能を維持しながらの更新修繕のため、作業スケジュールについては⼗分な打合

せを⾏い、担当職員の承諾を受けた実施⼯程表にしたがって⾏う。 

（２）施⼯の⽴会については、主要部材を設置する場合及び施⼯後に検査が困難な箇所を施⼯する場

合に⾏うものとし、適切な時期に担当職員に対して⽴会の請求を⾏う。 

（３）⽴会計画は次のとおりとする。     
修繕項目 材料確認 段階確認 完了⽴会 

電気⼯事 ・部品搬⼊時 
・撤去品搬出時 

・既設灯具撤去状況 
・解線・結線状況  

・灯具、配管固定状況 
・結線後絶縁抵抗測定 

試運転調整 ― ̶ ・点灯試験 

１６ 電気 

（１）電線は、⾦属管、ＰＦ管、ＣＤ管、⾦属製可とう電線管等の内部で接続してはならない。また、芯

線相互の接続は、原則として圧着スリーブ、電線コネクタ、圧着端子等の電線に適合した接続⾦具を

用いる。 
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（２）絶縁電線相互及び絶縁電線とケーブルとの接続部分は、絶縁テープ等により、絶縁被覆と同等以上

の効⼒があるように巻き付けるか、または、同等以上の効⼒を有する絶縁物をかぶせる等の方法により

絶縁処理を⾏う。 

（３）電線と機器端子との接続は、電気的及び機械的に確実に⾏い接続点に張⼒の加わらないよう接続

する。 

（４）機器に付属される制御及び操作盤は、「電気設備技術基準」及び「電気用品安全法」に定めるとこ

ろによるものとし、製造者の標準仕様とする。 

（５）制御及び操作盤はドアを閉めた状態で、充電部が露出してはならない。なお、感電のおそれのある構

造のものは、感電防⽌の処置を施す。 

１７ ⾜場・養⽣ 

（１）清掃、補修、塗装及びその他機器整備据付等において、作業上⾜場が必要と認められる場合は、

労働安全衛⽣法に基づく鋼管又は木材等による構造上丈夫な作業⾜場を設置する。 

（２）施⼯中、物体が落下又は飛来して作業者に危険を及ぼすおそれのある場合、若しくは他の建物機

器等に損傷を与えるおそれのある場合は、作業者に保護具を着用させ、防⽌網及びシート等の設置

等、危険防⽌及び建物機器の損傷防⽌のための養⽣措置を⾏う。 

１８ 試運転 

    担当職員の⽴会いのうえ試運転を⾏い、確認を受けなければならない。なお、確認の結果、異常を認め

た時は、担当職員の指示により再調整の後に再び確認を受けなければならない。 

１９ 遵守事項 

    受注者は、労働安全衛⽣法、労働安全衛⽣規則の一部を改正する省令（令和７年厚⽣労働省令

第 57 号）のほか、関係法令を遵守し作業員の安全及び衛⽣管理に努めなければならない。 

２０ その他 

（１）修繕に必要な機材及び⼯具は、特に定めのない場合は持参すること。その他、やむを得ず、本組合の

機材及び消耗品等を使用する時は、あらかじめ担当職員の承認を得ること。 

（２）作業員詰所及び機材置場等については、担当職員と協議する。 

（３）本仕様書に定めるもののほか、必要な事項については、発注者、受注者協議のうえ決定するものとす

る。    
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内訳書 

 

単価 ⾦額 備考

1 ⼯事費 （１）材料費

（２）労務費

2 産廃処分費

   　   直接工事費

  　共通仮設費                

 　     （純工事費）        

  　現場管理費                

        （工事原価）        

    一般管理費                

        （工事価格）        

  　消費税                

    総合計

1 式

費目 仕様等  数量  単位

1 式

1 式

%

%

%

10 %
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仕様書に記載の型番は参考型番であり、同等の性能を有することが確認できること。 

単価 ⾦額 備考

1 粗⼤ごみ処理施設

（１）材料費 参考型式

① 防雨・防湿形（軒下用）直付形　片
反射笠付タイプ

MY-WN420530/N
AHTN　相当品

②
防雨・防湿形 直管LEDランプ非常照明
電池内蔵 トラフタイプ1灯用 直付・壁
⾯横付型

EL-LW-LH4001A/2
AHTN　相当品

③ 直管LEDランプ片反射笠タイプ1灯用
直付形

EL-LFV4901B
AHN(25N5)　相当品

④ 直管LEDランプ反射笠タイプ2灯用
直付・吊下兼用形

EL-LFH4902B
AHN(25N5)　相当品

⑤ 防雨・防湿形（軒下用）
直付形　笠付タイプ

MY-WH440530/N
AHTN　相当品

⑥ 防雨・防湿形（軒下用）
直付形 逆富士タイプ

MY-WV420530/N
AHTN　相当品

⑦ 防雨･防湿40形トラフタイプ用ガード GAFS8　　相当品

⑧ 階段通路誘導灯兼用形非常用照明
逆富士タイプ2灯用 天井直付専用形

EL-LK-VH2272 AHN
　相当品

⑨ 直管LEDランプ非常照明電池内蔵形
壁⾯横付専用形　片反射笠タイプ

EL-LF-VH4901A/3 AHN
相当品

⑩ 防雨・防湿形（軒下用）
直付形 逆富士タイプ

MY-WV208530/N
AHTN　相当品

⑪ 防雨・防湿形（軒下用）
直付形　片反射笠付タイプ

MY-WN440530/N
AHTN　相当品

配管、配線材料

副資材、消耗品費 アンカー、絶縁テープほか

合計台数（ガード除く）

（１）  材料費計

費目 仕様等  数量  単位

1 台

33 台

10 台

16 台

10 台

5 台

7 台

1 台

2 台

1 台

1 台

1 式

1 式

80

電線管、⽀持⾦具、レースウェイ蓋プレー
ト、フレキほか
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単価 ⾦額 備考

（２）労務費

既設灯具撤去、新品LEDベースライト取付け 67箇所
改修

既設灯具撤去、新品LED非常照明取付け 13箇所
改修

移設、増設分配線、配管⼯事 改修

作業⾜場等設置・解体 4〜6ｍ

試験調整 点灯試験、絶縁測定（回路ごと）

報告書作成

機材運搬費、⼯器具損料

⾼所作業⾞

（２） 労務費計

費目 仕様等  数量  単位

式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1


